
各種学校：学校教育法に基づいた都道府県の認可施設

令和元年(2019年)10月開始　３～５歳児の無償化概要

　幼児教育・保育の無償化にかかる国制度の拡充について

森のようちえん：野外保育や自然体験活動を行う園舎・施設がない事業

【新たな国制度の概要】

国基準※を満たす施設を対象とし、対象幼児１人あたり月額

上限20,000円を保護者へ直接給付 ※別添国資料のとおり

【在宅児など】
地域子ども・子育て支援事業
(利用に応じて給付)

【施設利用児】

保育所・認定こども園・地域型保育事業・新制度幼稚園・特別支援学校

認可外保育施設(保育の必要性あり)・新制度未移行幼稚園

月額37,000円まで

保護者負担０円

一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業

子ども・子育て支援法の一部を改正する際の「附帯決議」を受け、

今年度、国が「多様な集団活動事業の利用支援事業」を創設

幼稚園類似施設・事業
(各種学校・認可外保育施設
・森のようちえん)

これまで無償化されていなかった

月額37,000円まで

スケジュール

令和3年11月～令和4年3月 実施要綱施行→対象施設・保護者周知→施設からの申請→決定通知→ 保護者からの認定申請

令和4年5月 令和３年度分の給付費を保護者へ支給。

実施方法：本市において実施要綱を制定し、対象施設等について基準適合審査を実施
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